
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊センターのご案内＊ 

 当センターは、桶川市の公共施設です。

住み良い地域社会の形成と地域福祉の

推進、地域福祉活動の拠点となる場を提

供するため、設置されています。 

【世代間交流スペース】 

 様々な世代の方が気軽に訪れ交流でき

る空間です。Free Wi-Fiに接続するこ

とができます。 

【団体 PRエリア】 ※掲示期間１か月 

団体登録申請をされ、区分決定された

登録団体については、３階の団体 PRエ

リアをご利用いただくことができます。

活動の発表・活動の発信として、是非ご

活用ください。ご利用の際には、使用申

請書をご提出いただきます。 

【みんなの調理室】 ※定員：１０名 

 料理を通したコミュニケーションの場と

してご利用いただけます。ご利用いただ

ける団体は、登録団体、自治会、地区社

協等、非営利の活動に限ります。ご利用

希望の場合は、利用計画・利用申込書を

ご提出いただきます。 

詳しくは、総合案内（指定管理事務所）

までお問い合せください。 

 

＊館内実施のご案内＊ 

～センター内で行われる催しです～ 

                桶川市人権相談    

日時：３月１４日（火）９：００～１２：００ 

    ４月１１日（火）９：００～１２：００ 

場所：３階  

内容：悩みごと・離婚問題・子どものいじ

めなどの日常生活でお困りのことに、人

権擁護委員が対応します。 

桶川市地域福祉活動センターだより 

桶川市末広２－８－８ 

（総合福祉センターとなり） 

開館時間：９時～２１時 

休館日：年末年始（12/29～1/3） 

 

 

 

令和４年９月１日のリニューアルオー 

プンにあたり、地域福祉活動センターに、 

桶川北本伊奈地区医師会の在宅医療 

連携センター、訪問看護ステーションサ 

テライト桶川が設置されました。 

桶川北本伊奈地区医師会は、２市 

１町の９病院と８５診療所で勤務・開業 

している２０３人の医師で構成（令和５年１月１日現在）されており、医師会事

務局は、北本市二ツ家にあります。地域福祉活動センターにおいて、一部の

業務を５名のスタッフが担っています。 

 在宅医療連携センターでは、住民の方、医療・介護関係者、地域包括支

援センター等からの在宅医療・介護に関する相談を受け付けています。関係

者の連携を推進し、医療と介護の両方を必要とする高齢者等の方が、住み

慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるようサポ

ートをされています。 

また、訪問看護ステーションでは、下記図のように連携し、看護師が訪問

して在宅医療を支えています。主な訪問看護の内容は、経管栄養、点滴・

静脈注射、留置カテーテル管理、在宅酸素療法、人工呼吸器、人工肛門、

吸引等多岐にわたります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域医療を支えている医師会の活動について、当センターでもお伝えして

いく予定です。 

桶川北本伊奈地区在宅医療連携センター 

相談受付：平日９時から１７時 （8/13～15及び年末年始を除く。） 

場所：地域福祉活動センター１階  電話：０４８－６５８－９２２４ 

 

      第２号 

発行日：令和５年２月１５日 

    運営協議会が発足しました    

地域福祉活動センターのリニューアルオープンに合わせ、令和４年１２

月２２日、センターにおいて運営協議会（第 1回）が発足しました。 

本協議会は、各種団体から推薦された８名の委員により、センターの施

設運営や利用する団体登録の承認などを所掌する組織となっています。 

第１回の協議会では、社会福祉法人桶川市社会福祉協議会会長か

ら各委員に任期２年となる委嘱状の交付がされ、さらに、主な議事とし

て、みんなの調理室、展示スペース及び掲示板等の運用について、協

議・承認されました。これを受けて一定の基準をもって施設の運用をして

いくことになりました。 

第 2 回運営協議会は、令和 5 年 1 月 27 日にセンターにて開催され

ました。事務局（指定管理者）から、昨年９月のリニューアルオープンから

１２月までの４カ月間のセンター利用状況の報告があり、その後の議事で

は、個人学習ルームの利用や施設の予約について協議し、さらに適切な

運営に努めていくこととなりました。次に、運営協議会と連携した事業展開

に向けた意見をいただき、１月から事業計画していくことが承認されまし

た。今後も引き続き、センターの運営について協議してまいります。 

今後も、引き続き指定管理者として、協議会と協働しながらセン

ター運営の充実を図ってまいります。 

 

 

                         桶川市ドライバーズクラブ         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害を持った人や高齢者の生活水準を拡充するための支援活動を行

っている団体です。リフト付き自動車等の運転を通して、高齢者等の足と

なり、通院、リハビリ及び社会参加等が実現できるように側面的な援助を

しています。 

 40 年以上にわたり活躍されている方もいる桶川ドライバーズクラブは、

住みよい街づくりの推進や豊かな高齢化社会の実現を目指し、会員同士

が親睦をはかりながら、協力して活動しています。 

 桶川ドライバーズクラブでは、社協の移送サービスで活躍していただく運

転ボランティアのメンバーを募集しています。詳細は桶川市社会福祉協

議会 HPでもご覧いただけます。 

 会員募集については、社会福祉協議会地域支えあい課（  728-

2221）でご案内が可能です。 

     ゆずり葉 おもちゃの病院      

日時：３月２３日（木）１０：００～１２：００ 

場所：２階 団体交流室 

内容：おもちゃの修理。予約不要。修理は

無料。電池、部品代は実費が必要です。 

         福祉総合相談   

日時：２月２５日（土）９：００～１２：００ 

場所：①地域福祉活動センター１階 

②市役所３階 

内容：福祉に関する困りごとや不安につ

いて、お気軽にご相談ください。対面、電

話どちらでも可。予約は不要ですが、時間

内にお越しください。 

※会場は２か所ありますので、最寄りの

会場でご相談ください。 

（問い合わせ・相談：社会福祉協議会地域

支えあい課  ７２８－２２２１、市役所社

会福祉課  ７８８－４９３３） 

       しゃきょう食堂   

日時：２月１７日（金）、３月３日（金）、 

３月１７日（金） いずれも１７：３０～１９：００ 

場所：１階 世代間交流スペース 

内容：桶川市在住のどなたでも参加可

能。高校生までは無料、大人は３００円。

前日１７時１５分までに電話での申し込み

が必要です。（申し込み：社会福祉協議会

地域支えあい課  ７２８－２２２１） 

     食事サービス   

日時：２月２１日（火）１２：００～１３：００ 

    ３月２８日（火）１２：００～１３：００ 

場所：１階 世代間交流スペース 

内容：桶川市在住の一人暮らしの高齢者

を対象に一食６００円で会食方式の交流

を行います。電話での申し込みが必要で

す。（申し込み：社会福祉協議会地域支え

あい課  ７２８－２２２１） 

        フレイル予防健康講座のご案内                 

日時：令和５年３月１０日（金） 

 13：30～15：00 

場所：３階 集会室 定員：５０名（先着順） 

対象：６５歳以上の高齢者またはその家族 

 ※ご好評につきキャンセル待ちとなっています 

（問い合わせ：総合案内  729-8378） 

 

 

 

 

 

発行 ： 指定管理者事務所 （社会福祉法人桶川市社会福祉協議会内） 

桶川市末広２－８－８ TEL048-729-8378 FAX048-729-8379 

館内行事・報告 

 

特集・桶川北本伊奈地区医師会について 

市民活動のご紹介  

 

（出典：桶川北本伊奈地区医師会ホームページ） 

 

 

詳しくは、 

桶川北本伊奈地区医

師会のホームページ

でご確認ください。 

  


